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令和７年度予算編成について 

 

予算編成にあたって 

 

私たちの日常生活や社会経済活動においてはコロナ禍からの脱却が進み、景気の

緩やかな回復が続くことが期待されているが、国際情勢の変化や物価高騰が続いて

いることなどもあり、先行きは楽観視できない状況である。 

そのような中、本市においては、次の50年に向けての安定した礎を築き、選ばれる

市になるために、これまで作り上げてきたものを守るだけではなく、人口減少と高

齢化が加速する社会情勢にあっても、時代に即した「まちづくりの視点」をもち、市

の発展に資する「新しい魅力」の創出と「well being」の向上、そして「あんしんし

て暮らせるまち」に結び付く様々な取組みを、質・量・財源のバランスを考慮しつつ

推し進めているところである。 

そこで、引き続き、次に掲げる事項を重点的に取組むこととし、個々の英知を集結

し創意工夫に努めながら、事業全般にわたり精査を行い編成していくこととする。

（１）未来志向の公共施設マネジメント 

（２）人にやさしいデジタル化 

（３）こどもたちへの投資 

 

国の経済・財政運営等 

 

内閣府「月例経済報告（令和６年９月）」では、基調判断として、「景気は、一部に

足踏みが残るものの、緩やかに回復している。先行きについては、雇用・所得環境が

改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。た

だし、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に

伴う影響など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。

また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意す

る必要がある。」としている。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針2024」では、当面の経済財政運営について、

まずは、春季労使交渉による賃上げの流れを中小企業・小規模事業者、地方等でも実



現し、医療・介護など、公的価格に基づく賃金の引上げ、最低賃金の引上げを実行す

る。その上で、定額減税により、家計所得の伸びが物価上昇を上回る状況を確実に作

り出す。あわせて、来年以降に物価上昇を上回る賃金上昇が定着することを目指し、

持続的・構造的な賃上げの実現に向けた三位一体の労働市場改革、生産性向上に向

けた国内投資の拡大等を通じて、潜在成長率の引上げに取り組むとし、令和７年度

予算編成に向けた考え方については、持続可能な成長の実現に向けた経済構造の強

化を進め、日本経済を新たなステージへと移行させていくこと、重要な政策の選択

肢をせばめることなく中期的な経済財政の枠組みに沿った予算編成を行うこと、持

続的・構造的賃上げの実現、官民連携による投資の拡大、少子化対策・こども政策の

抜本的強化を含めた新たなステージへの移行に向けた取組の加速、防衛力の抜本的

強化を始めとした我が国を取り巻く環境変化への対応など、重要政策課題に必要な

予算措置を講ずること等により、メリハリの効いた予算編成とすること、ＥＢＰＭ

やＰＤＣＡの取組を推進し、ワイズスペンディングを徹底して、単年度主義の弊害

是正、本方針における重点課題への対応など、中長期の視点に立った経済・財政・社

会保障の持続可能性の確保に向けた取組を進めることを掲げている。 

 

市の財政状況 

 

令和５年度決算における実質収支は約１９億５千万円で、前年度比約１２億７千

万円の増となったが、これは、財政調整基金を約３１億４千万円取り崩した上での

結果であり、経常収支比率は９４.０％で、前年度比１.７ポイント上昇、実質単年度

収支は約１５億３千万円の赤字で、前年度比約６億１千万円の赤字拡大となってお

り、大変厳しい財政状況となっている。 

令和７年度は、歳入で市税などが増加するものの、歳出で社会保障関係費や公債

費、債務負担行為に係る事業の増加に加え、物価高騰等による経費の増加が見込ま

れることなどにより一般財源の不足が予測され、重点的に取り組む事項や経常的事

業の財源だけでなく、公共施設の老朽化対策など将来見込まれる負担に対する財源

を確保する必要があることに鑑みれば、市の財政状況は厳しさが増すことが見込ま

れる。 

将来にわたり健全な財政基盤を構築するためには、経常収入の増加と経常支出の

削減の取り組みへの不断の努力と継続が必要であり、財源を適切に配分するために

は、事務事業の廃止・休止を含め、前例に捉われず積極的に経費の見直しを行い、目

的達成の効果や効率、重要度を見極めて、より一層の財源の確保と捻出を図る必要

がある。 

 

 



基本方針 

 

１ 歳入の見積りについて 

(1) 市税収入は本市の予算編成上、極めて重要な位置を占めている。その見積りに

当たっては、経済情勢を的確に把握分析し、税制改正の動向等を十分勘案した

上で、更に精度を向上させた年間収入見込額を見積ること。 

(2) 地方交付税や税連動交付金等については、地方財政計画、東京都の見積りや関

連法令の改正動向を十分勘案し適切に見積ること。 

(3) 国、東京都の予算編成及び制度改正等の動向を十分注視し、交付金や補助金等

の変動・新設に対する迅速な対応を図るとともに、補助の対象となり得る事業

の再確認を行い、獲得に努めること。また、新たな補助制度の把握と積極的な

活用を図るほか、あらゆる特定財源の確保に努めること。 

(4) 普通建設事業における地方債の活用に当たっては、財政健全経営計画（改定

版）「実行プラン」で示した上限を踏まえ、後年度負担に留意して可能な限り抑

制を図ること。 

(5) 市税、負担金、使用料等については、現年分の収納率向上と、滞納繰越分の一

元的な徴収により一層取り組み、見積りに反映すること。 

 

２ 歳出の見積りについて 

(1) 「実行プラン」に示した事項は、年次スケジュールに従い確実に反映させるこ

と。事業実施に伴う必要経費は、特定財源の確保及び実施体制と実施手法のさ

らなる精査を行い、一般財源を抑制すること。 

(2) 市の裁量度の高い事業や市単独の事業は、経費を極力縮小することとし、ゼロ

ベースの視点から、より行政効果を高める手法がないかを検討すること。また、

新規事業や経費が増加する事業について予算要求する場合は、その一般財源分

の負担額を、部内の同一施策の事業の見直し等により捻出するよう努めること。 

(3) 国・東京都の補助の終了、補助割合の減率等があった場合は、原則、事業の廃

止・縮小等の見直しを行い、要求時の一般財源の増額は行わないこと。 

(4) 事業の見直しにより将来負担の軽減若しくは財源の増加に結び付くことが確

実に見込まれる場合は、一時的な負担の増加が必要であっても、積極的に取り

組むこと。 

(5) 物価高騰等による経費の増加に対しては、特定財源の確保に努めた上で、華美

過剰とならないよう経費の削減に努め、一般財源の増加を極力抑制すること。 

(6) 扶助費の要求については、社会保障関係費が他の経費を圧迫している現状を

十分認識し、制度改正及び高齢化等による増加分に相当する伸びに収めること

を基本とする。また、国の社会保障分野における改革の検討状況を注視し、影



響額を可能な限り見積ること。 

(7) 補助金については、期限を定めないものは原則として新設しないこと。既存補

助金については、時代状況の変化を踏まえ、共通業務運用指針の見直し基準に

沿って検討の上、要求すること。 

(8) 人件費については、事務執行体制の工夫やワークライフバランスの観点から

も十分な検討を加えて削減、抑制に努めること。特に、会計年度任用職員の任

用については、更なる精査を行った上で、必要とする最低限の人数、勤務時間

及び任用期間での要求とすること。 

 

３ 普通建設事業の要求について 

(1) 公共施設については、当面の施設保全及び法令その他による工事として選定

された事業に基づく要求とし、維持補修から改修、更新までのトータル・コス

トの抑制を図るべく、整備の内容等を十分に精査した上で要求すること。 

(2) 都市計画施設の建設においては、新設に限らず既存施設の改修においても、都

市計画事業認可の取得を検討し、都市計画事業基金の処分も含め、可能な限り

都市計画税の充当を図ること。 

 

４ 基金の活用等について 

(1) 財政調整基金は、災害発生時や年度中の資金繰りに備え一定額の積立てが必

要であることを考慮に入れた上で、処分規定に沿って適切に活用すること。 

(2) 特定目的基金は、事業計画等を基に処分規定に沿って適切に活用すること。 

 

５ 特別会計の運営について 

各特別会計の予算編成については、一般会計に準じて適切に見積ること。特に医

療・介護に係る３特別会計については、国の改革工程表に関連する事業では、その

検討状況を注視し、抑制額を可能な限り見積り繰入金の要求を行うこと。 

また、独立採算の原則を踏まえ、国民健康保険特別会計においては、法定外の繰

入れを可能な限り抑制することとし、下水道事業会計においては、基準外の繰入れ

が生じることのないように留意すること。 

そのほか、法定内・基準内の繰入れについても、一般会計の財政状況に鑑み、事

務費等の削減に努めること。 


